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◆ニュースでもお伝えしているが、年金払生命保険の受
取時の雑所得課税が二重課税となるか否かが争われた事
案で最高裁は注目すべき判決を行った。還付請求など、
最高裁判決による影響はどの程度となるのか……。◆公
認会計士試験の見直しの着地点がまだ見えてこない。試

験合格者の就職浪人問題が見直しの発端だが、それぞれの業界の思
惑が複雑に絡み合い迷走する。誰もが納得する制度の見直しができ
るのか……。◆今号がお手元に届く頃には参議院議員選挙の結果が
出ていることだろう。果たして国民はどのような選択をしたのか。
急遽浮上した消費税法の改正も現実味を帯びてくるのか……。（MIN）
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品質管理レビュー報告書

支配株主との重要な取引

リミテッド・パートナーシップ
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今週の専門用語

　日本公認会計士協会が実施している品質管理レビュー制度において、監査事務
所に対して行った品質管理レビューの結果として交付するもの。平成21年度で
は、85監査事務所に対して品質管理レビュー報告書が交付され、このうち、限
定事項付きの結論は27監査事務所だった。否定的結論や結論の表明の差控はな
かった。限定事項付き結論の原因となった事項としては、「リスク・アプローチ
に基づく監査の実施に関する事項」などが挙げられている。

　支配株主との重要な取引等に係る意見入手・適時開示は、当該上場会社の業務
執行決定機関が実施を決定する、第三者割当てによる募集株式等の割当て、自己
株式取得、株式交換、株式移転、合併、会社分割、事業譲渡・譲受け、新製品等
の企業化、業務上の提携等、子会社の異動を伴う株式等の譲渡等、固定資産の譲
渡等、新たな事業の開始、公開買付け、ストック・オプションの付与など適時開
示を要する多くの場合が対象となる（東証の有価証券上場規程441条の2）。

　リミテッド・パートナーシップは、米国などに設立される組織形態で、経営・
運営に携わり無限責任を負う1名以上の「ジェネラル・パートナー」と、経営・
運営に携わらず出資額以上の責任を持たない1名以上の「リミテッド・パート
ナー」とにより構成される。裁決事例の投資ファンドでは、本件LLCがジェネ
ラル・パートナーとして投資ファンドの運営に携わっており、一般投資家は、リ
ミテッド・パートナーとして投資ファンドに参加している。
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